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【目的】

都外に設置する再生可能エネルギー発電設備から
の電力調達に取り組む都内の電力需要家に対し、当
該設備及びそれに併設する蓄電池の設置に係る経
費の一部を助成することにより、都外の再生可能エ
ネルギー発電設備の新規導入に資する利用手法の
確立を図り、脱炭素社会の実現を目指すことを目的
として行うものです。
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【目的】
１．事業概要
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【助成対象事業】

助成金の交付対象となる事業は、公社が定める要件に適
合する太陽光や風力等の再エネ発電設備を都外に設置し、
当該設備から得られた電気を、都内の特定の施設に供給
し、当該施設で消費する事業とします。

【特定の施設とは…】
住居の用に供する部分を除く施設のことです。
注)同一電力契約内に社宅、寮などの住居がある場合は対象外
となります。

※上記対象事業以外に、一定条件下のもと蓄電池を単独で設置
する事業も対象になります。詳しくは手引きをご覧ください。
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【助成対象事業】
１．事業概要
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東京都

東京都環境公社

基金造成

①出えん
民間事業者等

・再エネ発電設備の設置

・蓄電池の設置

②助成金申請

③交付決定
④助成金支払

【事業スキーム】
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【事業スキーム】

●都の出えん金による基金造成
都は本事業の原資を公社に出えんし、公社はその出えん金により基金を造
成します。

●基金を活用した助成事業
公社は基金を原資として、助成対象となる再エネ発電設備及び蓄電池を設

置された民間事業者等に対して、その経費の一部を助成します。

１．事業概要
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【事業期間】

令和５年度まで

※助成金の交付は令和６年度まで

【予算額】

令和４年度 12億円
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【事業期間・予算額】
１．事業概要
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【助成対象事業イメージ（例）】

自己所有モデル 第三者所有モデル
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【助成対象事業イメージ】
２．助成対象事業
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【助成対象事業の主な要件】

次の①～⑥全ての要件を満たすものであること。

（※都内特定施設に蓄電池を単独設置する場合は④

⑤を除く）

①助成対象施設備の年間発電量が、当該電気を供
給する施設の年間消費電力量の範囲であること。
年間消費電力量≧年間発電量

②都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又
は今後交付を受ける予定のある事業でないこと。
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【助成対象事業の主な要件】
２．助成対象事業
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③助成対象設備の導入に当たって、資源エネルギー
庁が策定する発電設備種別に応じた事業計画策
定ガイドラインを遵守するものであること。

④再エネ設置地域の自治体等との間で、助成対象設
備に設けられた給電用コンセントを利用した再エネ
設置地域の住民への電気の提供等、非常時にお
ける助成対象設備の利活用に係る協定を締結す
ること。
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【助成対象事業の主な要件】
２．助成対象事業
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⑤再エネ設置地域との関係構築要件として、次
のいずれかを満たすものであること。

(ア)助成対象設備から得られた電気を、個人事業主にあっては、
住所等、法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地が
再エネ設置地域に属する小売電気事業者に卸し、都内の特定
の施設に供給すること。

(イ)助成対象設備の設置に係る出資又は融資を、個人事業主に
あっては、住所等、法人にあっては、本店又は主たる事務所の
所在地が再エネ設置地域に属する事業者又は再エネ設置地
域の住民から受けること。

10

【助成対象事業の主な要件】
２．助成対象事業
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(ウ)助成対象設備に係る施工又は維持管理を再エネ設置地域事
業者に担わせること。

(エ)助成対象設備から得られた電気の需給管理を再エネ設置地域
事業者に担わせること。

(オ)その他公社が認める再エネ設置地域との関係構築を行うこと。

⑥助成対象設備から得られた電気を都内の特定の
施設に供給し、当該施設で消費する期間が10年以
上の事業であること。
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【助成対象事業の主な要件】
２．助成対象事業
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【助成対象者及び助成率】

助成対象事業者の種別 助成率 上限額

① 民間企業

◎再エネ発電設備
・助成対象経費に助成率
(1/2)を乗じて得た額
※国等の補助金等と併給する場合

であっても、合計1/2以内

◎蓄電池
・助成対象経費に助成率
(2/3)を乗じて得た額
※国等の補助金等と併給する場合

であっても、合計2/3以内

◎再エネ
発電設備
２億円

◎蓄電池
１億円

② 個人事業主

③
独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規
定する独立行政法人又は地方独立行政法人法（平成15年法律
第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人

④ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人

⑤ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人

⑥ 医療法（昭和23年法律第205号）第39条に規定する医療法人

⑦
社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する社会福祉
法人

⑧ 事業ごとの特別法の規定に基づき設立された協同組合等

⑨ 法律により直接設立された法人

⑩ 上記①から⑨までに準ずる者として公社が適当と認める者

３. 助成対象事業者等
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【申請者区分について】

【申請者区分について】

３. 助成対象事業者等
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※１ コーポレートPPAに小売電気事業者が含まれる場合は、共同申請者に含める
ことができます。

※２ 発電事業の運営・管理等を電力需要家もしくはリース事業者以外が行う場合は、当
該事業者を発電事業者として共同申請者に含めてください。



【共通事項】

助成対象設備が電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法
律第108号）第９条第４項の認定を受けないもの（FIT
制度又はFIP制度において認定を受けないもの）であ
ること。
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４．助成対象設備
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【共通事項】



＜太陽光発電＞
①太陽光発電システム出力が５kW以上であること。

太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研
究所（ＪＥＴ）が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものである
こと若しくは同等以上であること又は国際電気標準会議（ＩＥＣ）のIECEE-PV-
FCS制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであ
ること（認証の有効期限内の製品に限る。）。

※太陽光発電システム出力は、
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太陽電池モジュールのＪＩＳ等に規定されている
公称最大出力の合計値

パワーコンディショナーのＪＩＳに基づく定格出力
の合計値

いずれか小さい値
（kWを単位とし、小数
点以下は切り捨て）

又は

【助成対象設備】
４．助成対象設備
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＜太陽光発電設備以外＞

風力発電、水力発電、

地熱発電、バイオマス発電、

蓄電池（再エネ発電設備に併設

又は同時導入するものが対象）
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【助成対象設備】
４．助成対象設備
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